
 

大阪市認知症初期集中支援推進事業実務者会議開催要綱 

 

（目的） 

第１条 認知症初期集中支援推進事業の実施にあたり、その実施状況や課題について共有

し、課題に対する対応等について検討を行うため、「大阪市認知症初期集中支援推進事業

実務者会議」（以下「実務者会議」という。）を開催し、もって地域における認知症の人及

びその家族の支援体制の構築に資することを目的とする。 

 

（議事） 

第２条 実務者会議において取り扱う議事は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１） 認知症初期集中支援推進事業の実施に関すること。 

（２） その他、認知症の人及びその家族の支援に関すること。 

 

（メンバー） 

第３条 実務者会議のメンバーは、福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課職員で構成す

る。 

２ 実務者会議は、必要に応じて、次の各号に掲げる者の出席を求めることができる。 

（１）認知症初期集中支援推進事業に従事する者 

（２）認知症疾患医療センター運営事業に従事する者 

（３）認知症強化型地域包括支援センター運営事業に従事する者 

（４）その他関係者 

 

 (座長) 

第４条 実務者会議の座長は、メンバーの互選により定める。 

２ 座長は、実務者会議の議事を進行する。 

３ 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理す

る。 

 

（庶務） 

第５条 実務者会議の庶務は、福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課が行う。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、実務者会議の運営に関し必要な事項は、担当課長が

定める。 

 

附則 

この要綱は、令和７年６月 23日から施行する。 


